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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】画像の表示サイズが大きい場合の画像指定操作
の操作性を損なうことなく、画像の表示サイズが小さい
場合にユーザが指定したい画像をより確実に指定できる
ようにする。
【解決手段】複数の画像を一画面に表示する表示部２８
と、前記表示された画像の指定を受け付ける操作部７０
と、前記指定を受け付けた画像が、選択状態である場合
又は所定の大きさ以上のサイズで表示されている場合、
該画像に対して特定の処理を行い、前記受付手段により
指定を受け付けた画像が、選択状態でない場合かつ所定
の大きさ未満のサイズで表示されている場合、該画像に
対して前記特定の処理を行うことなく該画像を選択状態
にするよう制御する制御手段５０とを備える。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の画像を一画面に表示するよう制御する表示制御手段と、
　前記表示制御手段で表示された画像の指定を受け付ける受付手段と、
　前記受付手段により指定を受け付けた画像が、選択状態である場合又は所定の大きさ以
上のサイズで表示されている場合、該画像に対して特定の処理を行い、
　前記受付手段により指定を受け付けた画像が、選択状態でない場合かつ所定の大きさ未
満のサイズで表示されている場合、該画像に対して前記特定の処理を行うことなく該画像
を選択状態にするよう制御する制御手段とを備えることを特徴とした表示制御装置。
【請求項２】
　複数の画像を同一のサイズで一画面に表示するよう制御する表示制御手段と、
　前記表示制御手段で表示された画像の指定を受け付ける受付手段と、
　前記画面に表示される複数の画像の数が所定の数以下であった場合または前記受付手段
により指定を受け付けた画像が選択状態である場合、該画像に対して特定の処理を行い、
　前記画面に表示される複数の画像の数が所定の数よりも多い場合かつ前記受付手段によ
り指定を受け付けた画像が選択状態でない場合、該画像に対して特定の処理を行うことな
く該画像を選択状態にするよう制御する制御手段とを備えることを特徴とした表示制御装
置。
【請求項３】
　前記非選択状態の画像の指定を受け付ける領域よりも、前記選択状態の画像の指定を受
け付ける領域を広くする受付領域拡大手段を備えることを特徴とする請求項１または２に
記載の表示制御装置。
【請求項４】
　前記表示制御手段は、表示した画像が前記選択状態か非選択状態かを区別し得る表示を
することを特徴とする請求項１乃至３の何れか１項に記載の表示制御装置。
【請求項５】
　前記表示制御手段は、前記選択状態の画像を枠で囲むことを特徴とする請求項４に記載
の表示制御装置。
【請求項６】
　前記表示制御手段は、前記選択状態の画像を非選択状態の画像よりも拡大して表示する
ことを特徴とする請求項４または５に記載の表示制御装置。
【請求項７】
　前記指定を受け付けた画像を決定状態にする決定手段を備え、
　前記制御手段は、前記受付手段により指定を受け付けた画像が選択状態である場合又は
所定の大きさ以上のサイズで表示されている場合、前記決定手段により、該画像を決定状
態にすることを特徴とする請求項１に記載の表示制御装置。
【請求項８】
　前記指定を受け付けた画像を決定状態にする決定手段を備え、
　前記制御手段は、前記受付手段により指定を受け付けた画像が選択状態である場合又は
前記画面に表示される画像の画図が所定の数以下である場合、前記決定手段により、該画
像を決定状態にすることを特徴とする請求項２に記載の表示制御装置。
【請求項９】
　前記表示制御手段は、前記決定状態と非決定状態とを区別し得る表示をするよう制御す
ることを特徴とする請求項７又は８に記載の表示制御装置。
【請求項１０】
　前記表示制御手段は、前記決定状態の画像を、選択状態の画像を囲む枠とは異なる表示
形態の枠で囲むことを特徴とする請求項９に記載の表示制御装置。
【請求項１１】
　前記受付手段による指定の受け付けに応じて計時を開始する計時手段を備え、
　前記計時手段による計時が所定時間以上行われた場合、前記制御手段は、前記指定を受
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け付けた画像の表示サイズと選択状態に関わらず、該画像に対して特定の処理を行うこと
を特徴とする請求項１に記載の表示制御装置。
【請求項１２】
　前記受付手段による指定の受け付けに応じて計時を開始する計時手段を備え、
　前記計時手段による計時が所定時間以上行われた場合、前記制御手段は、前記画面に表
示される画像の数と前記指定を受け付けた画像の選択状態に関わらず、該画像に対して特
定の処理を行うことを特徴とする請求項２に記載の表示制御装置。
【請求項１３】
　前記受付手段における指定動作の押圧を検出することができる検出手段を備え、
　前記検出手段によって検出した押圧が所定の大きさ以上の場合、前記制御手段は、前記
指定を受け付けた画像の表示サイズと選択状態に関わらず、該画像に対して特定の処理を
行うことを特徴とする請求項１に記載の表示制御装置。
【請求項１４】
　前記受付手段における指定動作の押圧を検出することができる検出手段を備え、
　前記検出手段によって検出した押圧が所定の大きさ以上の場合、前記制御手段は、前記
画面に表示される画像の数と前記指定を受け付けた画像の選択状態に関わらず、該画像に
対して特定の処理を行うことを特徴とする請求項２に記載の表示制御装置。
【請求項１５】
　前記特定の処理が画面の切り替えを伴わずに取り消しが可能な処理である場合、前記制
御手段は、前記指定を受け付けた画像の表示サイズと選択状態に関わらず該画像に対して
特定の処理を行うことを特徴とする請求項１に記載の表示制御装置。
【請求項１６】
　前記特定の処理が画面の切り替えを伴わずに取り消しが可能な処理である場合、前記制
御手段は、前記画面に表示される画像の数と前記指定を受け付けた画像の選択状態に関わ
らず該画像に対して特定の処理を行うことを特徴とする請求項２に記載の表示制御装置。
【請求項１７】
　前記受付手段とは、タッチパネル、タッチパッド、マウス、トラックボール、トラック
ポイントのいずれかであることを特徴とする請求項１乃至１６のいずれか１項に記載の表
示制御装置。
【請求項１８】
　前記特定の処理とは、画像のシングル再生、削除、保護処理、メニュー表示のいずれか
であることを特徴とする請求項１乃至１７のいずれか１項に記載の表示制御装置。
【請求項１９】
　複数の画像を一画面に表示する表示工程と、
　前記表示工程で表示された画像の指定を受け付ける受付工程と、
　前記受付工程により指定された画像が、選択状態である場合又は所定の大きさ以上のサ
イズで表示されている場合、該画像に対して特定の処理を行い、
　前記受付工程により指定された画像が、選択状態でない場合かつ所定の大きさ未満のサ
イズで表示されている場合、該画像に対して前記特定の処理を行うことなく該画像を選択
状態にするよう制御する制御工程とを備えることを特徴とした、表示制御装置の制御方法
。
【請求項２０】
　複数の画像を同一のサイズで一画面に表示する表示工程と、
　前記表示工程で表示された画像の指定を受け付ける受付工程と、
　前記画面に表示される複数の画像の数が所定の数以下であった場合または前記受付工程
により指定を受け付けた画像が選択状態である場合、該画像に対して特定の処理を行い、
　前記画面に表示される複数の画像の数が所定の数よりも多い場合かつ前記受付工程によ
り指定を受け付けた画像が選択状態でない場合、該画像に対して前記特定の処理を行うこ
となく該画像を選択状態にするよう制御する制御工程とを備えることを特徴とした、表示
制御装置の制御方法。
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【請求項２１】
　請求項１９または２０に記載の制御方法をコンピュータに実行させるためのコンピュー
タが読取可能なプログラム。
【請求項２２】
　請求項２１に記載のプログラムを記憶した記録媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、画像が複数表示される表示モードにおける操作方法および表示方法に特徴を
持つ表示制御装置及びその制御方法、制御方法を実現するプログラムとそれを記録した記
録媒体に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　近年、記録媒体の記憶容量の増加により、より大量の画像を効率よく取り扱える画像の
管理方法が求められている。そこで、特許文献１には、従来のデジタルカメラ等の画像表
示装置において大量の画像の閲覧や各種設定操作における画像の一覧性を考慮し、複数の
画像を同時に表示するマルチ再生モードを設けたカメラが提案されている。このマルチ再
生モードでタッチパネルなどのポインティングデバイスを用いれば、ユーザの所望の画像
を直接指定できるため、画像選択の利便性向上に繋がる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０００－３５０１３４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、上述の特許文献に開示された従来技術では、マルチ再生で一度に表示す
る画像の枚数が多い場合には、画像の一枚の表示サイズが小さくなり、画像の表示領域を
直接タッチして指定する方法では誤って別の画像を指定してしまうといった操作ミスが起
こりやすい。
【０００５】
　そこで、本発明では、画像の表示サイズが大きい場合の画像指定操作の操作性を損なう
ことなく、画像の表示サイズが小さい場合にユーザが指定したい画像をより確実に指定で
きるようにすることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記目的を達成するために本発明は、複数の画像を一画面に表示するよう制御する表示
制御手段と、前記表示制御手段で表示された画像の指定を受け付ける受付手段と、前記受
付手段により指定を受け付けた画像が、選択状態である場合又は所定の大きさ以上のサイ
ズで表示されている場合、該画像に対して特定の処理を行い、前記受付手段により指定を
受け付けた画像が、選択状態でない場合かつ所定の大きさ未満のサイズで表示されている
場合、該画像に対して前記特定の処理を行うことなく該画像を選択状態にするよう制御す
る制御手段とを備えることを特徴とする。
【発明の効果】
【０００７】
　本発明によれば、ユーザの所望の画像に対し特定の処理を行う際に画像を指定する操作
におけるミスを軽減することが可能な表示制御装置を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】本発明に係るデジタルカメラ１００の外観構成の一例を示す図である。
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【図２】本発明に係るデジタルカメラ１００の構成を示す機能ブロック図である。
【図３】実施例１における画像サイズが所定サイズより大きい時の画像指定画面の一例を
示した図である。
【図４】実施例１における画像サイズが所定サイズより小さい時の画像指定画面の一例を
示した図である。
【図５】実施例１におけるマルチ再生の動作を示すフローチャートである
【図６】実施例２におけるマルチ再生の動作を示すフローチャートである。
【図７】実施例２におけるマルチ再生の動作を示すフローチャートである。
【図８】実施例３における画面切り替えを伴わない処理の一例を示した図である。
【図９】実施例３におけるマルチ再生の動作を示すフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　以下に、本発明を実施するための最良の形態について詳細に説明する。
【００１０】
　尚、以下に説明する実施の形態は、本発明の実現手段としての一例であり、本発明が適
用される装置の構成や各種条件によって適宜修正又は変更されるべきものであり、本発明
は以下の実施の形態に限定されるものではない。
【００１１】
　以下、図面を参照して本発明の好適な実施形態を説明する。
【００１２】
　図１に本発明の撮像装置の一例としてのデジタルカメラの外観図を示す。表示部２８は
画像や各種情報を表示する表示部である。シャッターボタン６１は撮影指示を行うための
操作部である。モードダイアル６０は各種モードを切り替えるための操作部である。コネ
クタ１１２は接続ケーブル１１１とデジタルカメラ１００とのコネクタである。操作部７
０はユーザーからの各種操作を受け付ける各種スイッチ、ボタン、タッチパネル等の操作
部材より成る操作部である。コントローラーホイール７３は操作部７０に含まれる回転操
作可能な操作部材である。７２は電源スイッチであり、電源オン、電源オフを切り替える
。記録媒体２００はメモリカードやハードディスク等の記録媒体である。記録媒体スロッ
ト２０１は記録媒体２００を格納するためのスロットである。記録媒体スロット２０１に
格納された記録媒体２００は、デジタルカメラ１００との通信が可能となる。蓋２０２は
記録媒体スロット２０１の蓋である。
【００１３】
　図２は、本実施形態によるデジタルカメラ１００の構成例を示すブロック図である。
【００１４】
　図２において、１０３はフォーカスレンズを含む撮影レンズ、１０１は絞り機能を備え
るシャッター、２２は光学像を電気信号に変換するＣＣＤやＣＭＯＳ素子等で構成される
撮像部である。２３はＡ／Ｄ変換器であり、撮像部２２から出力されるアナログ信号をデ
ジタル信号に変換するために用いられる。１０２はバリアであり、デジタルカメラ１００
の、撮影レンズ１０３を含む撮像部を覆うことにより、撮影レンズ１０３、シャッター１
０１、撮像部２２を含む撮像系の汚れや破損を防止する。
【００１５】
　２４は画像処理部であり、Ａ／Ｄ変換器２３からのデータ、又は、メモリ制御部１５か
らのデータに対し所定の画素補間、縮小といったリサイズ処理や色変換処理を行う。また
、画像処理部２４では、撮像した画像データを用いて所定の演算処理が行われ、得られた
演算結果に基づいてシステム制御部５０が露光制御、測距制御を行う。これにより、ＴＴ
Ｌ（スルー・ザ・レンズ）方式のＡＦ（オートフォーカス）処理、ＡＥ（自動露出）処理
、ＥＦ（フラッシュプリ発光）処理が行われる。画像処理部２４では更に、撮像した画像
データを用いて所定の演算処理を行い、得られた演算結果に基づいてＴＴＬ方式のＡＷＢ
（オートホワイトバランス）処理も行っている。
【００１６】
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　Ａ／Ｄ変換器２３からの出力データは、画像処理部２４及びメモリ制御部１５を介して
、或いは、メモリ制御部１５を介してメモリ３２に直接書き込まれる。メモリ３２は、撮
像部２２によって得られＡ／Ｄ変換器２３によりデジタルデータに変換された画像データ
や、表示部２８に表示するための画像データを格納する。メモリ３２は、所定枚数の静止
画像や所定時間の動画像および音声を格納するのに十分な記憶容量を備えている。
【００１７】
　また、メモリ３２は画像表示用のメモリ（ビデオメモリ）を兼ねている。１３はＤ／Ａ
変換器であり、メモリ３２に格納されている画像表示用のデータをアナログ信号に変換し
て表示部２８に供給する。こうして、メモリ３２に書き込まれた表示用の画像データはＤ
／Ａ変換器１３を介して表示部２８により表示される。表示部２８は、ＬＣＤ等の表示器
上に、Ｄ／Ａ変換器１３からのアナログ信号に応じた表示を行う。
【００１８】
　不揮発性メモリ５６は、電気的に消去・記録可能なメモリであり、例えばＥＥＰＲＯＭ
等が用いられる。不揮発性メモリ５６には、システム制御部５０の動作用の定数、プログ
ラム等が記憶される。ここでいう、プログラムとは、本実施形態にて後述する各種フロー
チャートを実行するためのプログラムのことである。
【００１９】
　５０はシステム制御部であり、デジタルカメラ１００全体を制御する。前述した不揮発
性メモリ５６に記録されたプログラムを実行することで、後述する本実施形態の各処理を
実現する。５２はシステムメモリであり、ＲＡＭが用いられる。システムメモリ５２には
、システム制御部５０の動作用の定数、変数、不揮発性メモリ５６から読み出したプログ
ラム等を展開する。また、システム制御部５０はメモリ３２、Ｄ／Ａ変換器１３、表示部
２８等を制御することにより表示制御も行う。
【００２０】
　また、システム制御部５０に各種の動作指示を入力するための操作手段として、例えば
モード切替スイッチ６０、第１シャッタースイッチ６２、第２シャッタースイッチ６４、
ズームレバー６９、操作部７０等を備える。
【００２１】
　モード切替スイッチ６０は、システム制御部５０の動作モードを静止画記録モード、動
画記録モード、再生モード等のいずれかに切り替える。第１シャッタースイッチ６２は、
デジタルカメラ１００に設けられたシャッターボタン６１の操作途中、いわゆる半押し（
撮影準備指示）でＯＮとなり第１シャッタースイッチ信号ＳＷ１を発生する。第１シャッ
タースイッチ信号ＳＷ１により、ＡＦ（オートフォーカス）処理、ＡＥ（自動露出）処理
、ＡＷＢ（オートホワイトバランス）処理、ＥＦ（フラッシュプリ発光）処理等の動作を
開始する。
【００２２】
　第２シャッタースイッチ６４は、シャッターボタン６１の操作完了、いわゆる全押し（
撮影指示）でＯＮとなり、第２シャッタースイッチ信号ＳＷ２を発生する。システム制御
部５０は、第２シャッタースイッチ信号ＳＷ２により、撮像部２２からの信号読み出しか
ら記録媒体２００に画像データを書き込むまでの一連の撮影処理の動作を開始する。
【００２３】
　ズームレバー６９は、操作部７０に含まれる回転操作することが可能な操作部材であり
、撮影時に焦点距離を調整する機能を担う。更に、本発明では再生時における画像のレイ
アウトの切り替えにも兼用される。
【００２４】
　操作部７０の各操作部材は、表示部２８に表示される種々の機能アイコンを選択操作す
ることなどにより、場面ごとに適宜機能が割り当てられ、各種機能ボタンとして作用する
。機能ボタンとしては、例えば終了ボタン、戻るボタン、画像送りボタン、ジャンプボタ
ン、絞込みボタン、属性変更ボタン等がある。例えば、メニューボタンが押されると各種
の設定可能なメニュー画面が表示部２８に表示される。利用者は、表示部２８に表示され
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たメニュー画面と、４方向ボタンやＳＥＴボタンとを用いて直感的に各種設定を行うこと
ができる。
【００２５】
　コントローラホイール７３は、操作部７０に含まれる回転操作可能な操作部材であり、
方向ボタンと共に選択項目を指示する際などに使用される。コントローラホイール７３を
回転操作すると、操作量に応じて電気的なパルス信号が発生し、このパルス信号に基づい
てシステム制御部５０はデジタルカメラ１００の各部を制御する。このパルス信号によっ
て、コントローラホイール７３が回転操作された角度や、何回転したかなどを判定するこ
とができる。なお、コントローラホイール７３は回転操作が検出できる操作部材であれば
どのようなものでもよい。例えば、ユーザの回転操作に応じてコントローラホイール７３
自体が回転してパルス信号を発生するダイヤル操作部材であってもよい。また、タッチセ
ンサよりなる操作部材で、コントローラホイール７３自体は回転せず、コントローラホイ
ール７３上でのユーザの指の回転動作などを検出するものであってもよい（いわゆる、タ
ッチホイール）。
【００２６】
　８０は電源制御部であり、電池検出回路、ＤＣ－ＤＣコンバータ、通電するブロックを
切り替えるスイッチ回路等により構成され、電池の装着の有無、電池の種類、電池残量の
検出を行う。また、電源制御部８０は、その検出結果及びシステム制御部５０の指示に基
づいてＤＣ－ＤＣコンバータを制御し、必要な電圧を必要な期間、記録媒体２００を含む
各部へ供給する。
【００２７】
　３０は電源部であり、アルカリ電池やリチウム電池等の一次電池やＮｉＣｄ電池やＮｉ
ＭＨ電池、Ｌｉ電池等の二次電池、ＡＣアダプター等からなる。１８はメモリカードやハ
ードディスク等の記録媒体２００とのインターフェースである。記録媒体２００は、メモ
リカード等の記録媒体であり、半導体メモリや磁気ディスク等から構成される。
【００２８】
　なお操作部７０の一つとして、表示部２８に対する接触を検知可能なタッチパネルを有
する。システム制御回路５０はタッチパネルへの以下の操作を検出できる。タッチパネル
を指やペンで触れたこと（以下、タッチダウンと称する）。タッチパネルを指やペンで触
れている状態であること（以下、タッチオンと証する）。タッチパネルを指やペンで触れ
たまま移動していること（以下、ムーブと称する）。タッチパネルへ触れていた指やペン
を離したこと（以下、タッチアップと称する）。タッチパネルに何も触れていない状態（
以下、タッチオフと称する）。これらの操作や、タッチパネル上に指やペンが触れている
位置座標は内部バス１１１を通じてシステム制御回路５０に通知され、システム制御回路
５０は通知された情報に基づいてタッチパネル上にどのような操作が行なわれたかを判定
する。ムーブについてはタッチパネル上で移動する指やペンの移動方向についても、位置
座標の変化に基づいて、タッチパネル上の垂直成分・水平成分毎に判定できる。またタッ
チパネル上をタッチダウンから一定のムーブを経てタッチアップをしたとき、ストローク
を描いたこととする。素早くストロークを描く操作をフリックと呼ぶ。フリックは、タッ
チパネル上に指を触れたままある程度の距離だけ素早く動かして、そのまま離すといった
操作であり、言い換えればタッチパネル上を指ではじくように素早くなぞる操作である。
所定距離以上を、所定速度以上でムーブしたことが検出され、そのままタッチアップが検
出されるとフリックが行なわれたと判定できる。また、所定距離以上を、所定速度未満で
ムーブしたことが検出された場合はドラッグが行なわれたと判定するものとする。
【００２９】
　以下、図１、図２を参照して、本発明の各実施例の動作を説明する。
【００３０】
　［実施例１］
　実施例１では、上記のハードウェアで動作するマルチ再生において画像の表示サイズに
合わせて画像の指定方法を変更する例を述べる。
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【００３１】
　まず、表示部２８に表示される画像の表示サイズが大きいレイアウト時の画像指定手順
を図３に示す表示部２８への表示例を用いて説明する。図３（ａ）では、表示部２８に表
示される画像１は選択色の枠３０１に囲まれており、この状態を選択状態と呼ぶ。この枠
３０１の色が決定色となっている場合は決定状態と呼ぶ。一方、画像１以外の画像は枠３
０１に囲まれておらず、この状態を非選択状態と呼ぶ。以下、本発明においては同様の呼
称を用いる。図３（ａ）の表示を行っている状態で、ユーザが画像１とは別の画像２にタ
ッチダウンすると、図３（ｂ）のように、画像１を囲む選択色の枠３０１の表示が消え、
画像１は非選択状態となる。さらに、画像２を囲む決定色の枠３０２が表示され、画像２
が決定状態になる。その後、ユーザが画像２の表示範囲外へのムーブをせずに画像２から
タッチアップすると、画像２に対して特定の処理が行われる。ここで、特定の処理とは、
決定状態の一つの画像を画面全体に表示するシングル再生、決定状態の画像の削除、画像
へのチェックマークなどの付与、決定状態の画像の保護処理、所定のメニュー表示等のい
ずれかである。
【００３２】
　つまり、表示サイズが大きいレイアウトの場合は、タッチアップした画像の選択状態に
関わらず、一度のタッチアップで特定の処理が行われる。すなわち、一回のタッチ操作で
画像の選択と、選択した画像に対する特定の処理の実行の二つの動作を指示可能であり、
少ない操作手順での素早い操作が可能である。なお、画像２の表示範囲外へのムーブを行
った場合は、画像２を選択状態にしたままでもいいし、画像２の選択状態を解除し、ムー
ブした先の位置に対応する画像を選択状態にしてもよいが、ここでは前者の動作を行うこ
ととする。
【００３３】
　次に、画像の表示サイズが小さいレイアウト時の画像指定手順を図４に示す表示部２８
への表示例を用いて説明する。図４（ａ）は、画像４１が選択色の枠４０１に囲まれた選
択状態となっている表示例である。ユーザが画像４１とは別の非選択状態の画像４３にタ
ッチダウンすると、図４（ｂ）のように画像４１を囲む選択色の枠４０１の表示が消え、
画像４１が非選択状態となる。さらに、画像４３を囲む選択色の枠４０２が表示され、画
像４３が選択状態となる。その後、ユーザが画像４３の表示範囲外へのムーブをせずに画
像４３からタッチアップしても表示サイズが大きいレイアウトの例とは異なり選択状態の
ままとなる。続いて、ユーザが選択状態の画像４３に再びタッチダウンすると、図４（ｃ
）のように画像４３を囲む選択色の枠４０２が決定色の枠４０３になり画像４３が決定状
態となる。その後、ユーザが画像４３の表示範囲外へのムーブをせずに画像４３からタッ
チアップすると、画像４３に対して特定の処理が行われる。
【００３４】
　このように、画像の表示サイズが小さいときは画像の指定方法を画像の表示サイズが大
きいときとは異なる方法に変更することにより、ユーザが誤って所望の画像とは別の非選
択状態の画像からタッチアップした場合も、選択状態となるだけで特定の処理が行われな
い。これにより、操作を取り消すために画面の切り替えが必要な処理が、誤った操作のた
めに行われてしまう可能性を低減することができる。
【００３５】
　なお、画像が選択状態の時、図３、図４では画像の周りに枠を表示しているが、この表
現は、選択状態の画像と非選択状態の画像との区別ができれば他の表現でもよいものとす
る。例えば、選択状態の画像の表示領域を拡大する、あるいは該画像がタッチされたと判
定する領域を広げる、などとしても良いし、それらの組み合わせでも良い。これにより、
一度タッチアップして選択状態にした画像をタッチアップしやすくなる。
【００３６】
　上記の画像の表示サイズが異なるレイアウト同士の切り替えは、操作部７０の任意の操
作によって行われる。後述の例ではズームレバー６９で切り替える例を説明するが、他の
操作部材に対する操作で行えるものとしてもよい。
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【００３７】
　以上の動作を、図５に示す実施例１におけるマルチ再生処理のフローチャートを用いて
さらに詳細に説明する。このフローチャートにおける各処理は、システム制御部５０が不
揮発性メモリ５６に格納されたプログラムをシステムメモリ５２に展開して実行すること
により実現される。
【００３８】
　まず、システム制御部５０はステップＳ５０１において、操作部７０により、複数の画
像を画面上に表示する表示形態を切り替えるレイアウト切り替え指示が行われたかどうか
を判定する。本実施例では、レイアウトの切り替え指示はズームレバー６９により行われ
る。レイアウト切り替え指示が行われたと判定した場合、システム制御部５０はステップ
Ｓ５０２においてレイアウト切り替えを行う。
【００３９】
　ステップＳ５０２では、システム制御部５０が、ズームレバー６９がテレ側に回転した
と判断すると表示画像サイズを大きくして表示画像数を減らしたレイアウトに切り替える
。一方、ズームレバー６９がワイド側に回転したと判断すると現在選択中の画像を基準と
して表示画像サイズを小さくして表示画像数を増やしたレイアウトに切り替える。ここで
は、システム制御部５０は、選択状態であった画像をレイアウトの切り替え後も選択状態
のまま表示するよう制御する。
【００４０】
　その後、ステップＳ５１３において、現在のレイアウトが一枚の画像を画面上に表示さ
せるシングル再生かどうかを判定する。シングル再生であれば、システム制御部５０はマ
ルチ再生処理を終了する。シングル再生でなければ、再びステップＳ５０１に戻る。
【００４１】
　一方、ステップＳ５０１において、レイアウト切り替え指示でないと判定した場合、シ
ステム制御部５０はステップＳ５０３において、表示部２８に表示する画像がタッチダウ
ンされたかどうかを判定する。タッチダウンされていないと判定した場合、再びステップ
Ｓ５０１に戻る。
【００４２】
　タッチダウンされたと判定した場合、システム制御部５０はステップＳ５０４において
タッチダウンされた画像が選択状態であったかどうかを判定する。選択状態であったと判
定した場合、システム制御部５０はステップＳ５０８にてタッチダウンされた画像を決定
状態にする。
【００４３】
　一方、選択状態でなかったと判定した場合、システム制御部５０はステップＳ５０５に
て、タッチダウンされていない選択状態の画像を非選択状態にする。
【００４４】
　そして、システム制御部５０はステップＳ５０６にてタッチダウンされた画像の表示サ
イズが所定の大きさ以上であるか否かを判定する。所定の大きさ未満であると判定された
場合、システム制御部５０はステップＳ５０７にて該画像を選択状態にし、Ｓ５０１に戻
る。
【００４５】
　一方、所定の大きさ以上であると判定された場合、システム制御部５０はステップＳ５
０８にて該画像を決定状態にする。
【００４６】
　ステップＳ５０８にてタッチダウンされた画像を決定状態にすると、次にシステム制御
部５０はステップ５０９にて、該画像の表示範囲外へのムーブをせずに該画像からタッチ
アップされたかどうかを判定する。
【００４７】
　該画像からタッチアップされたと判定した場合、システム制御部５０はステップＳ５１
２にてタッチアップされた画像に特定の処理を行う。
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【００４８】
　一方、該画像からタッチアップされなかった場合、システム制御部５０はステップＳ５
１０にて該画像の表示範囲外へのムーブが行われたかどうかを判定する。ここで、ムーブ
が行われていないと判定された場合、ステップ５０９に戻る。
【００４９】
　一方、ムーブが行われたと判定された場合、システム制御部５０はステップ５１１にて
該画像を選択状態にし、ステップＳ５０１に戻る。
【００５０】
　ステップＳ５１２にて特定の処理を行うと、システム制御部５０はステップＳ５１３に
て現在シングル再生であるかどうか判断する。システム制御部５０は、シングル再生であ
ればマルチ再生処理を終了し、シングル再生でなければステップＳ５１４にてタッチダウ
ンされた画像を決定状態から選択状態にして再びステップＳ５０１に戻る。
【００５１】
　なお、単一のレイアウトで表示される複数の画像の表示サイズが均一である場合、画像
の表示サイズを判定するのではなく、現在どのレイアウトであるかによって処理を行う対
象となる画像の指定方法を変更してもよい。この場合ステップＳ５０６での画像の表示サ
イズの判定の代わりに、現在のレイアウトが、どのレイアウトになっているのかを判定し
、画像の表示サイズが所定の大きさ未満で表示されるレイアウトである場合は、ステップ
Ｓ５０７へ、画像の表示サイズが所定の大きさ以上で表示されるレイアウトである場合は
、ステップＳ５０８へ進む。
【００５２】
　あるいは、単一のレイアウトで表示される複数の画像の表示サイズが均一である場合、
画像の表示サイズを判定するのではなく、現在のレイアウトで表示される画像の数によっ
て処理を行う対象となる画像の指定方法を変更してもよい。この場合ステップＳ５０６で
の画像の表示サイズの判定の代わりに、現在のレイアウトで表示される画像の数を判定し
、画像の数が所定の数以下である場合はステップＳ５０７へ、画像の数が所定の数より多
い場合はステップＳ５０８へ進む。
【００５３】
　なお複数の画像の表示サイズが均一である場合は、画像の選択と、画像の表示サイズの
判定・レイアウトの判定とが前後しても成り立つのは言うまでもない。
【００５４】
　以上のように本実施の形態によれば、画像の表示サイズあるいはマルチ再生のレイアウ
トに従って、処理を行う対象となる画像の指定方法を変更している。これにより、画像の
表示サイズが大きいレイアウトにおいてはユーザの操作手順は少なく、画像の表示サイズ
が小さいレイアウトにおいてはユーザの操作ミスを軽減することができる。
【００５５】
　［実施例２］
　実施例１では、画像の表示サイズが大きいレイアウトのときに二回同じ画像をタッチす
るという煩わしさを無くすことができたが、二回同じ画像をタッチするという煩わしさは
、当然画像の表示サイズが小さいレイアウトのときにも感じ得る。実施例２では、これを
解決するために画像の表示サイズが小さいレイアウト時に、タッチオンの時間が所定時間
以上である場合は、画像の選択状態に関わらず、画像を一回タッチしただけで特定の処理
を行う例を説明する。
【００５６】
　実施例２では、図４（ａ）において、ユーザが選択状態でない画像４３にタッチダウン
すると、図４（ｂ）のように画像４１の周りを囲む選択色の枠４０１の表示を消し、さら
に画像４３の周りに選択色の枠４０２を表示して画像４３を選択状態とする。更に、計時
が開始される。計時は、画像４３の表示範囲外へのムーブや、画像４３からのタッチアッ
プが行われるか、画像４３にタッチオンしたまま所定時間が経過するまで行われる。
【００５７】
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　画像４３の表示範囲外へのムーブや、画像４３からのタッチアップが行われた場合、画
像４３は選択状態のままとなる。画像４３にタッチオンされたまま所定時間が経過すると
、図４（ｃ）のように画像４３を囲む選択色の枠４０２は決定色の枠４０３にかわり、そ
の後画像４３からのタッチアップが行われると画像４３に対して特定の処理が行われる。
【００５８】
　以上の動作を図６に示すフローチャートを用いて更に詳細に説明する。ここで、実施例
１における動作のフローチャートと同じ処理のステップについては、図５のフローチャー
トと同じステップ番号を付している。本実施例では実施例１のマルチ再生処理のフローチ
ャート（図５）におけるステップＳ５０７に示す処理を行う代わりに、図６のフローチャ
ートに示すステップＳ６０７～Ｓ６１０の処理を行うことで実現される。ステップＳ５０
１～Ｓ５１４については実施例１で説明した同ステップ番号の処理と同様の処理なので説
明は省略する。
【００５９】
　ステップＳ５０６にて、タッチダウンされた画像が所定の大きさ未満であると判定され
た場合、システム制御部５０はステップＳ６０７にて、該画像を選択状態にする。次のス
テップＳ６０８にてシステム制御部５０は計時を開始する。
【００６０】
　次に、ステップＳ６０９にて該画像の表示範囲外へのムーブや、該画像からのタッチア
ップが行われずに、該画像にタッチオンされたままの状態であるか否か判定する。タッチ
オンされた状態でないと判定された場合、ステップＳ５０１に戻る。
【００６１】
　タッチオンされた状態であると判定された場合、システム制御部５０はステップＳ６１
０にて更に所定時間が経過したかどうか判定する。経過していないと判定された場合、ス
テップＳ６０９に戻る。
【００６２】
　経過したと判定された場合、システム制御部５０はステップ５０８にて該画像を決定状
態にする。ステップＳ５０８以降では、システム制御部５０は実施例１と同様の処理を行
う。
【００６３】
　このようにすることで、画像の表示サイズが小さい場合にも一度のタッチ操作で画像に
対して特定の処理を行わせることができるので、操作の手間を軽減することができる。
【００６４】
　［実施例３］
　実施例３では、実施例１での画像の表示サイズが小さい場合における、二回同じ画像を
指定するという煩わしさを軽減するために、画像の表示サイズが小さいレイアウト時に、
タッチの押圧が所定の大きさ以上である場合は、画像の選択状態に関わらず、画像を一回
タッチしただけで特定の処理を行う例を説明する。
【００６５】
　実施例３では、図４（ａ）において、ユーザが画像４１とは別の画像４３にタッチダウ
ンすると、図４（ｂ）のように画像４１を囲む選択色の枠４０１の表示が消え、画像４１
が非選択状態となる。さらに、画像４３を囲む選択色の枠４０２が表示され、画像４３が
選択状態となる。さらに、タッチダウン動作の押圧を検出する。押圧が所定の大きさ以下
であった場合、画像４３は選択状態のままとなる。押圧が所定の大きさ以上であった場合
、図４（ｃ）のように、画像４３を囲む選択色の枠４０２は決定色の枠４０３となり、画
像４３は決定状態となる。その後ユーザが画像４３の表示範囲外へのムーブを行わずに画
像４３からタッチアップすると、画像４３に対して特定の処理が行われる。
【００６６】
　以上の動作は、前述と同様に実施例１のマルチ再生処理のフローチャート（図５）のス
テップＳ５０７に示す処理を行う代わりに、図７のフローチャートに示すステップＳ７０
７～Ｓ７０８の処理を行うことで実現される。ここで、実施例１におけるマルチ再生処理
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のフローチャートと同じ処理のステップについては、図５のフローチャートと同じステッ
プ番号を付している。ステップＳ５０１～Ｓ５１４については実施例１で説明した同ステ
ップ番号の処理と同様の処理なので説明は省略する。
【００６７】
　ステップＳ５０６にて、タッチダウンされた画像が所定の大きさ未満であると判定され
た場合、システム制御部５０はステップＳ７０７にて、該画像を選択状態にする。
【００６８】
　次のステップＳ７０８にて、システム制御部５０はタッチダウンされている位置が受け
る押圧を検出し、その押圧が所定の大きさ以上であるか否か判定する。押圧が所定の大き
さ未満であると判定された場合、処理はステップＳ５０１に戻る。
【００６９】
　押圧が所定の大きさ以上であると判定された場合、システム制御部５０はステップＳ５
０８にて該画像を決定状態にする。
【００７０】
　ステップＳ５０８以降では、システム制御部５０は実施例１と同様の処理を行う。
【００７１】
　このようにすることで、画像の表示サイズが小さい場合にも一度のタッチ操作で画像に
対して特定の処理を行わせることができるので、操作の手間を軽減することができる。
【００７２】
　［実施例４］
　これまでの実施例において、特定の処理が画面の切り替えを伴う処理（例えば、マルチ
再生画面からシングル再生画面への切替）であるか否かに関わらず画像選択を行う例を示
したが、画面の切り替えを伴わない処理について、画面の切り替えを伴わずにその処理の
取り消しが可能である場合は、例え画像の選択を誤ってもすぐに取り消し操作が可能であ
るため、一度のタッチアップで特定の処理を行ったほうがユーザにとってより使いやすく
なる。従って、特定の処理が画面の切り替えを伴わない処理である場合は、一度のタッチ
アップで画像に特定の処理を行ってもよい。ここでいう画面の切り替えを伴わない処理と
は、例えば画像を誤って削除などしないようにするための保護処理等である。画像の保護
処理の操作例を、図８を用いて説明する。図８は保護処理を行う場合に表示される画面の
例である。ここでは、それぞれの画像の表示領域の左上に、その画像に対応するチェック
ボックスが表示されており、このチェックボックスのチェックが入っている、画像１～４
は保護されている状態である。また、チェックボックスのチェックが入っていない画像５
、６は保護されていない状態である。ここで、ユーザが保護したい画像６の表示領域にタ
ッチダウンすると、画像１を囲む選択色の枠の表示が消え、画像６が選択色の枠に囲まれ
る。その後、ユーザが画像６の表示範囲外へのムーブをせずに画像６からタッチアップす
ると、チェックボックス８０１にチェックが入り、他のチェック済みのチェックボックス
８０２のように表示され、対応する画像が保護された状態になる。また、ユーザがすでに
保護されている画像１の表示領域にタッチダウンし、その後ユーザが画像１の表示範囲外
へのムーブをせずに画像１からタッチアップすると、チェックボックス８０２のチェック
が外れ、画像１の保護されている状態が解除される。
【００７３】
　以上の動作を図９に示すフローチャートを用いて更に詳細に説明する。ここで、実施例
１における動作のフローチャートと同じ処理のステップについては、図５のフローチャー
トと同じステップ番号を付している。本実施例は、実施例１のマルチ再生処理のフローチ
ャート（図５）におけるステップＳ５０３とステップＳ５０４に示す処理の間に、図９の
フローチャートに示すステップＳ９０４とステップＳ９０５、ステップＳ９０６の処理を
行う。ステップＳ５０１～Ｓ５１４については実施例１で説明した同ステップ番号の処理
と同様の処理なので説明は省略する。
【００７４】
　ステップＳ５０３の判定で、画像がタッチダウンされたと判定されると、システム制御
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部５０は次にステップＳ９０４にてタッチダウンされた画像になされる処理が画面の切り
替えを伴う処理かどうか判定する。画面の切り替えを伴う処理であると判定された場合、
処理はステップＳ５０４に進み、以降、システム制御部５０は実施例１と同様の処理を行
う。
【００７５】
　一方、画面の切り替えを伴う処理ではないと判定された場合、処理はステップＳ９０５
に進む。ステップＳ９０５では、システム制御部５０はタッチダウンされた画像が選択状
態であったかどうかを判定する。タッチダウンされた画像が選択状態であったと判定され
ると、処理はステップＳ５０９に進む。
【００７６】
　一方、タッチダウンされた画像が選択状態でなかったと判定されると、システム制御部
５０はステップＳ９０６にて、タッチダウンされていない選択状態の画像を非選択状態に
し、タッチダウンされた画像を選択状態にする。その後、処理はステップＳ５０９に進む
。
【００７７】
　ステップＳ５０９以降、システム制御部５０は実施例１と同様の処理を行う。
【００７８】
　このようにすることで、画像の表示サイズが小さい場合にも一度のタッチ操作で画像に
対して画面の切り替えを伴わない処理を行わせることができるので、操作の手間を軽減す
ることができる。
【００７９】
　本発明の諸実施例ではポインティングデバイスとしてタッチパネルを用いたカメラの例
を示したが、タッチパネルの代わりにマウスやタッチパッド、トラックポイント、トラッ
クボール等でもよいのは言うまでもない。その場合、表示部２８へのタッチの代わりに、
タッチパッドへのタッチや、クリックにより画像の選択や特定の処理の実行を行う。
【００８０】
　なお、本発明では一貫してタッチアップ時に特定の処理を行ってきたが、タッチダウン
時に特定の処理を行ってもよい。
【００８１】
　なお、本発明において画像の表示範囲と、該画像を指定したと認識する範囲は必ずしも
一致せず、認識範囲を表示範囲より狭めるあるいは広げる等としてもよい。
【００８２】
　なお、システム制御部５０の制御は１つのハードウェアが行ってもよいし、複数のハー
ドウェアが処理を分担することで、装置全体の制御を行ってもよい。また、本発明をその
好適な実施形態に基づいて詳述してきたが、本発明はこれら特定の実施形態に限られるも
のではなく、この発明の要旨を逸脱しない範囲の様々な形態も本発明に含まれる。さらに
、上述した各実施形態は本発明の一実施形態を示すものにすぎず、各実施形態を適宜組み
合わせることも可能である。
【００８３】
　なお、上述した実施形態においては、本発明をデジタルカメラに適用した場合を例にし
て説明したが、これはこの例に限定されない。すなわち、本発明はパーソナルコンピュー
タやＰＤＡ、携帯電話端末や携帯型の画像ビューワ、プリンタ装置に設けられた印刷画像
選択および確認のためのディスプレイ、デジタルフォトフレームなど、複数の画像を同時
に表示するように制御可能な表示制御装置であれば適用可能である。
【００８４】
　（他の実施形態）
　本発明は、以下の処理を実行することによっても実現される。即ち、上述した実施形態
の機能を実現するソフトウェア（プログラム）をネットワーク又は各種記憶媒体を介して
システム或いは装置に供給し、そのシステム或いは装置のコンピュータ（又はＣＰＵやＭ
ＰＵ等）がプログラムコードを読み出して実行する処理である。この場合、そのプログラ
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ム、及び該プログラムを記憶した記憶媒体は本発明を構成することになる。
【符号の説明】
【００８５】
　２８　表示部
　６０　モードダイアル
　６１　シャッター
　７０　操作部
　７２　電源スイッチ
　７３　コントローラーホイール
　１００　デジタルカメラ本体
　１１１　内部バス
　１１２　コネクタ
　２００　記録媒体
　２０１　記録媒体スロット
　２０２　記録媒体スロットの蓋

【図１】 【図２】
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